
別紙様式第 21 号 

申請日 2026 年 3 月 18 日 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長 殿 

 

（商号）アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 

（代表者）代表取締役社長 ローラン・ジャックマン 

  

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第 10 条第１

項第 17 号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

（１）資本金の額（2025 年 12 月末現在） 

資本金の額 4 億 5,000 万円 

発行可能株式総数 14 万 株 

発行済株式総数 11 万 4,615 株 

過去５年間における資本金の額の増減 

該当事項はありません。 

（２）会社の機構（2026 年 4 月 1 日現在（予定）） 

① 会社の意思決定機構 

  会社の意思決定機関として取締役会を設置しています。取締役会は、株主総会において選任さ

れた３名以上の取締役（各取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時 株主総会終結の時までです。）から構成され、法令または定款に定める事項の他、業

務執行に関する重要事項を決定します。取締役会は、原則として代表取締役が招集し、議長となり

ます。代表取締役に事故があるときは、取締役会が予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに代

わります。取締役会の決議は、原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、

その出席取締役の過半数によって行います。また、取締役会が決定した会社の経営方針を執行する

ために必要となる重要な事項についての審議及び意思決定を的確に行うことにより効果的な経営の

推進を図ることを目的として、経営委員会を設置しています。 



    ② 投資運用の意思決定機構 

 

◆委託会社の運用体制 

・運用部門 

運用計画の策定、運用の意思決定、取引の発注、市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン

等のモニタリングを行います。 

・運用及びリスク委員会 

パフォーマンスおよびリスクを含む運用管理の枠組み全体を監督するとともに、グループ内運用

者および第三者運用者に対する監督を行います。また、投資環境や投資行動についての報告及び

投資運用活動や投資リスクに関する協議を行い、関連する重要な情報を共有し、それによって日

常業務におけるリスク管理を効果的に推進します。 

・法務、コンプライアンス及びリスク管理部門 

取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともにコントロール委

員会等に報告を行います。また、法令遵守状況の監視及び定期的な確認、法令及びコンプライア

ンスに関する情報の役職員への提供、研修の実施等を行います。 

・コントロール委員会 

各部署における自主検査の実施状況及び結果の報告、オペレーショナル・リスク、コンプライア

ンス・リスクなどの管理状況の確認を行います。あわせて、当社における内部管理態勢、法令等

遵守態勢及びリスク管理態勢の整備を確実なものとするために必要な協議を行い、関連する重要

な情報の共有を図ります。 

◆運用の意思決定プロセス 

１）運用部門が独自に行う調査及びＢＮＰパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済

情勢及び個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境（内外経済・産業動向・株式

及び債券市場・為替市場等）の分析を行います。 

２）運用部門のファンド・マネジャーは、以上の分析結果をふまえ、各ファンドの運用の基本方

針にしたがって具体的な投資方針を決定し、その投資方針に基づく具体的な運用戦略や投資計画

を作成し実際の投資行動を行います。 

３）運用を外部に委託するファンドにおいては、原則として、委託先が約款上の運用の基本方針

にしたがって独自に運用戦略や投資計画を作成し運用の指図を行います。 

４）運用内容やファンド・マネジャーの投資行動のチェックは、運用部門から独立した管理部門

のスタッフがこれを担当し、運用部門へのフィードバック及び担当取締役への報告を行うことに

より、質の高い運用体制を維持できるように努めます。 

２．事業の内容及び営業の概況 

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品

取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品

取引法」に定める第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っていま

す。 



委託会社は、2026 年 4 月 1 日にＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社と合併を予定してお

り、合併後は商号を「ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社」に変更する予定です。 

    

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合 

計額は以下の通りです。（2025 年 12 月末現在） 

 

 

 

 

３．委託会社等の経理状況 

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並

びに同規則第 2 条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）に基づいて作成し

ております。 

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第

38 号）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府

令第 52 号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

  

(2) 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 38 期事業年度（令和６年１月１日から令和６

年 12 月 31 日まで）の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 

また、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 39 期事業年度の中間会計期間（令和７年７月１日か

ら令和７年 12 月 31 日まで）の中間財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま

す。  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

種類 ファンド数（本） 純資産総額合計額(単位：億円) 

追加型株式投資信託 24 17,182 

単位型株式投資信託 2 729 

合計 26 17,912 

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計

欄の金額は一致しないことがあります。 

 
（ご参考） 
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りで

す。（2025 年 12 月末現在） 

種類 ファンド数（本） 純資産総額合計額(単位：億円) 

追加型株式投資信託 11 702 

単位型株式投資信託 3 116 

合計 14 818 

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計

欄の金額は一致しないことがあります。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 
 

２０２５年３月２４日 

 

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

東  京  事  務  所 
 

 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 水 永 真 太 郎 

 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら

れているアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社の２０２４年１月１日から２０２４年１２月３１日までの第３９期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監

査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アクサ・インベス

トメント・マネージャーズ株式会社の２０２４年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に

従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報であ

る。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。 



・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも

に、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。 

・ 財務諸表に対する意見表明の基礎となる、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す

るために、財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任

がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査

上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に

影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

   2．XBRL データは監査の対象には含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 
 

２０２６年２月２７日 

 

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

 
EY新日本有限責任監査法人 

東  京  事  務  所 
 

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水 永 真 太 郎 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ

ているアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社の２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第４０期事業

年度の中間会計期間（２０２５年１月１日から２０２５年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アクサ・

インベストメント・マネージャーズ株式会社の２０２５年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２

５年１月１日から２０２５年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

強調事項 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、２０２６年１月７日開催の取締役会において、ＢＮＰパリバ・アセットマネ

ジメント株式会社と合併契約を締結することを決議し、２０２６年１月１４日付けで合併の効力発生日を２０２６年４月１日とす

る合併契約書を締結している。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。 

 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任 



 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を

損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間

監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検

討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の

妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、

又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明するこ

とが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計

事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

・ 中間財務諸表に対する意見表明の基礎となる、中間財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、中間財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の中間監査に関する指揮、監督

及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に

影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 

 
  



公開日 2026 年 3 月 18 日 

作成基準日 2026 年 2 月 27 日 

 

本店所在地 東京都港区白金 1-17-3 NBF プラチナタワー14 階 
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